
【朝鮮奨学会】
申請方法フローチャート

在留資格は「留学」である

個人（直接）応募2024年度に朝鮮奨学会の奨学金を受給
していた

学生交流課での手続きが必要です。
応募希望者は次のページを必ず確認

してください。

はい

はい

いいえ

いいえ

個人（直接）応募
※新規応募と継続応募で応募締切が異

なるため注意



【本件担当】学生交流課留学生支援係（Email： isc-shien＃@＃un.tsukuba.ac.jp）
※＃＠＃を＠に置き換えてください。

【朝鮮奨学会】
新規申請・留学生の方向け案内

※学内専用資料

財団Webページに掲載の「募集要項」「奨学金応募の手引き」を参照し、
「学内選考用応募様式」を用意。
（大学院生は加えて「研究計画書」 「推薦書」も用意。）

上記必要書類を全て印刷し、
2025年4月23日（水）17：00（厳守）までに
学生交流課留学生支援係(1A棟101)に提出。

学内の書類選考通過者にのみ「留学生推薦番号」を通知。
被推薦者は、「学内選考用応募様式」の内容をもとに自身で
朝鮮奨学会ホームページのインターネット受付ページから、
2025年5月12日（月）17時までに応募を完了させる

（学内選考用応募様式内訳）
☑ 「願書」
☑ 「在学証明書」
☑ 「学業成績証明書」
☑ 「在留カードの写し(表裏)」
☑ 「収入・所得証明書類」
☑ 「自己PR・その他証明書類」
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